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高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令について 

１．改正の概要 

高等学校卒業程度認定試験（以下「高卒認定試験」という。）は、高等学校を卒業していない

ことなどにより、大学等を受験できない者を対象として、学校教育法第９０条第１項の規定に

基づき、高校卒業者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために行われる試験であり、

その試験科目等は高等学校学習指導要領に基づいている。 

高等学校学習指導要領が、平成３０年３月３０日付けで改訂され、令和４年４月１日以降年

次進行で新たな高等学校学習指導要領（以下「新学習指導要領」という。）が適用されること

となったことに伴い、高卒認定試験の試験科目等を新学習指導要領を踏まえたものとなるよう、

高等学校卒業程度認定試験規則（以下「規則」という。）の一部改正を行う。 

２．改正の主な内容 

①試験科目の改正（別表第一欄） 

規則第４条第１項において別表第一欄に定めることとされている試験科目について、下記

表のように、教科「地理歴史」の試験科目のうち「地理Ａ」「地理Ｂ」を「地理」に、「世界

史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」を「歴史」に、教科「公民」の試験科目のうち「現

代社会」「倫理」「政治・経済」を「公共」に改正する。 

教科 
試験科目の改正 

改正前 改正後 

地理歴史 

地理Ａ 「日本史Ａ」、「日本史

Ｂ」、「地理Ａ」、「地理

Ｂ」のうちから受験者

の選択する１科目 

地理 
地理Ｂ 

日本史Ａ 

歴史 
日本史Ｂ 

世界史Ａ 「世界史Ａ」又は「世界

史Ｂ」のうちから受験

者の選択する１科目 
世界史Ｂ 

公民 

現代社会 「現代社会」１科目又

は「倫理」及び「政治・

経済」の２科目 

公共 倫理 

政治・経済 

②試験科目を免除するための高等学校における修得科目の改正（別表第二欄） 

規則第４条第２項において別表第二欄に定めることとなる試験科目の程度について、教科

「国語」「地理歴史」「公民」「数学」「外国語」に係る科目を改正する。 

教科 改正前 改正後 

国語 国語総合 現代の国語及び言語文化 

地理歴史 地理Ａ 地理総合 

地理Ｂ 

世界史Ａ 歴史総合 

世界史Ｂ 

日本史Ａ 

日本史Ｂ 
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公民 現代社会 公共 

倫理 

政治・経済 

数学 数学Ⅰ又は工業数理基礎 数学Ⅰ 

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ又は学校

設定科目として設けられた英語以外

の外国語 

英語コミュニケーションⅠ又は学校

設定科目として設けられた英語以外

の外国語 

 

③規定の適正化 

   その他所要の規定の適正化を行う。 

 

３．施行日等 

令和６年４月１日施行。ただし、附則第６条については、公布の日から施行する。また、規

定の適正化に属する内容についても、公布の日から施行する。 

経過措置として、令和４年３月３１日までに、高等学校に入学して試験科目に相当する科目

を修得した者等に対しては、その願い出により当該試験科目についての試験を免除する（附則

第３条から第５条）。 

また、施行の日前に新学習指導要領に基づく高等学校の科目を修得した者に対して、旧規則

に定める当該試験科目についての試験を免除する（附則第６条）。 

※ 施行について、高卒認定試験は１８歳に達した日の翌日から合格者となる（規則第８条）ことか

ら、令和４年４月１日に高等学校に入学した生徒が３年次となる令和６年度高卒認定試験からの実

施とする。 
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○
文
部
科
学
省
令
第
三
十
六
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認

定
試
験
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
七
条

[

略]

第
七
条

[

同
上]

２

[

略]

２

[

同
上]

３

既
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
け
て
一
以
上
の
試
験
科
目
に
つ
い
て

３

既
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
け
て
一
以
上
の
試
験
科
目
に
つ
い
て

合
格
点
を
得
て
い
る
者
（
最
後
に
受
け
た
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
出
願

合
格
点
を
得
て
い
る
者
（
最
後
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
出
願
の
日
以

の
日
以
後
に
氏
名
又
は
本
籍
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
国

後
に
氏
名
又
は
本
籍
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
。
以
下

籍
。
以
下
同
じ
。
）
を
変
更
し
た
者
を
除
く
。
）
が
、
当
該
試
験
科
目
以
外
の
試

同
じ
。
）
を
変
更
し
た
者
を
除
く
。
）
が
、
当
該
試
験
科
目
以
外
の
試
験
科
目
に

験
科
目
に
つ
い
て
さ
ら
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

つ
い
て
さ
ら
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
受
験

て
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
受
験
願
書
に
、

願
書
に
、
同
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
前
項
に
規
定
す
る
他
の
証
明
書
を
添
え
る
こ

同
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
前
項
に
規
定
す
る
他
の
証
明
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し

と
を
要
し
な
い
。

な
い
。

４

[

略]

４

[

同
上]

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

[

略]

第
一
条

[

同
上]

２

第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

２

第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
（
特
別
支
援
学
校
（
学
校
教
育
法

は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
第
一

施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生

条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
含
む
。
）
の
高
等
部
を
含

徒
に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
教
育
課
程
の
科

ろ
う

む
。
）
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
（
同
令

目
を
修
得
し
た
者
に
適
用
す
る
。

第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に

よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
適

用
す
る
。

第
三
条

第
七
条
第
三
項
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規

第
三
条

第
七
条
第
三
項
、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規

定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
以
下
「
旧
規

定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
以
下
「
旧
規

程
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
（
以
下
「
旧
検
定
」
と
い
う
。
）

程
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
（
以
下
「
旧
検
定
」
と
い
う
。
）
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を
受
検
し
た
者
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項

を
受
検
し
た
者
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項

中
「
既
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
既
に
附
則
第
二
条
の

中
「
試
験
科
目
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
七
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
」

規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第

と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
認
定
試
験
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
の
規

十
三
号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
（
以
下

定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十

「
旧
検
定
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
一
以
上
の
試
験
科
目
」
と
あ
る
の
は
「
一
以

三
号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格
検
定
合

上
の
附
則
第
七
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
」
と
、
「
最
後
に
受
け
た
高
等
学

格
者
（
以
下
「
資
格
検
定
合
格
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
認
定

校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
旧
検
定
又
は
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定

試
験
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
資
格
検
定
合
格
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
認
定

試
験
の
う
ち
最
後
に
受
け
た
も
の
」
と
、
「
当
該
試
験
科
目
」
と
あ
る
の
は
「
当

試
験
科
目
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
規
程
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
格
検

該
科
目
に
相
当
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中

定
科
目
合
格
者
（
以
下
「
資
格
検
定
科
目
合
格
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第

「
認
定
試
験
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
規
程
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格

四
項
中
「
認
定
試
験
科
目
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
資
格
検
定
科
目
合
格
者
」

検
定
合
格
者
（
以
下
「
資
格
検
定
合
格
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中

と
、
同
条
第
五
項
中
「
試
験
科
目
」
と
あ
る
の
は
「
受
検
科
目
」
と
、
第
十
二
条

「
認
定
試
験
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
資
格
検
定
合
格
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中

第
一
項
中
「
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
旧
規
程
に
よ
る
大

「
認
定
試
験
科
目
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
旧
規
程
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

学
入
学
資
格
検
定
」
と
、
「
受
験
」
と
あ
る
の
は
「
受
検
」
と
、
「
そ
の
試
験
」

資
格
検
定
科
目
合
格
者
（
以
下
「
資
格
検
定
科
目
合
格
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、

と
あ
る
の
は
「
そ
の
資
格
検
定
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
認
定
試
験
合
格
者
及
び

同
条
第
四
項
中
「
認
定
試
験
科
目
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
資
格
検
定
科
目
合
格

認
定
試
験
科
目
合
格
者
」
と
あ
る
の
は
「
資
格
検
定
合
格
者
及
び
資
格
検
定
科
目

者
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
試
験
科
目
」
と
あ
る
の
は
「
受
検
科
目
」
と
、
第
十

合
格
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
条
第
一
項
中
「
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
旧
検
定
」

と
、
「
受
験
」
と
あ
る
の
は
「
受
検
」
と
、
「
そ
の
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の

資
格
検
定
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
認
定
試
験
合
格
者
及
び
認
定
試
験
科
目
合
格

者
」
と
あ
る
の
は
「
資
格
検
定
合
格
者
及
び
資
格
検
定
科
目
合
格
者
」
と
す
る
。

第
四
条

次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、

第
四
条

次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
以
外
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験

り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
以
外
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
の

を
免
除
す
る
。

試
験
を
免
除
す
る
。

［
略
］

イ

[

略]
［
同
上
］

イ

[

同
上]

ロ

地
理
、
歴
史
又
は
公
共
の
う
ち
か

ロ

世
界
史
Ａ
、
世
界
史
Ｂ
、
日
本
史

ら
受
験
者
が
選
択
し
た
一
科
目

Ａ
、
日
本
史
Ｂ
、
地
理
Ａ
、
地
理

Ｂ
、
現
代
社
会
、
倫
理
又
は
政
治
・

経
済
の
う
ち
か
ら
受
験
者
が
選
択
し

た
一
科
目

ハ
・
ニ

[

略]

ハ
・
ニ

[

同
上]
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一

国
民
学
校
初
等
科
修
了
を
入
学

イ

国
語

一

国
民
学
校
初
等
科
修
了
を
入
学

イ

国
語

資
格
と
す
る
中
等
学
校
（
旧
師
範

ロ

地
理
、
歴
史
又
は
公
共
の
う
ち
か

資
格
と
す
る
中
等
学
校
（
旧
師
範

ロ

世
界
史
Ａ
、
世
界
史
Ｂ
、
日
本
史

教
育
令
に
よ
る
附
属
中
学
校
及
び

ら
受
験
者
が
選
択
し
た
二
科
目

教
育
令
に
よ
る
附
属
中
学
校
及
び

Ａ
、
日
本
史
Ｂ
、
地
理
Ａ
、
地
理

附
属
高
等
女
学
校
並
び
に
旧
盲
学

ハ

数
学

附
属
高
等
女
学
校
並
び
に
旧
盲
学

Ｂ
、
現
代
社
会
、
倫
理
又
は
政
治
・

校
及
聾
唖
学
校
令
に
よ
る
盲
学
校

ニ

科
学
と
人
間
生
活
、
物
理
基
礎
、

校
及
聾
唖
学
校
令
に
よ
る
盲
学
校

経
済
の
う
ち
か
ら
受
験
者
が
選
択
し

及
び
聾
唖
学
校
の
中
等
部
を
含

化
学
基
礎
、
生
物
基
礎
又
は
地
学
基

及
び
聾
唖
学
校
の
中
等
部
を
含

た
二
科
目

む
。
）
の
第
四
学
年
を
修
了
し
、

礎
の
う
ち
か
ら
受
験
者
が
選
択
し
た

む
。
）
の
第
四
学
年
を
修
了
し
、

ハ

数
学

又
は
卒
業
し
た
者

二
科
目

又
は
卒
業
し
た
者

ニ

科
学
と
人
間
生
活
、
物
理
基
礎
、

二

国
民
学
校
高
等
科
修
了
を
入
学

二

国
民
学
校
高
等
科
修
了
を
入
学

化
学
基
礎
、
生
物
基
礎
又
は
地
学
基

資
格
と
す
る
中
等
学
校
（
夜
間
に

資
格
と
す
る
中
等
学
校
（
夜
間
に

礎
の
う
ち
か
ら
受
験
者
が
選
択
し
た

お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
を
除

お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
を
除

二
科
目

く
。
）
の
第
二
学
年
を
修
了
し
、

く
。
）
の
第
二
学
年
を
修
了
し
、

又
は
卒
業
し
た
者

又
は
卒
業
し
た
者

三

国
民
学
校
高
等
科
修
了
を
入
学

三

国
民
学
校
高
等
科
修
了
を
入
学

資
格
と
す
る
夜
間
に
お
い
て
授
業

資
格
と
す
る
夜
間
に
お
い
て
授
業

を
行
う
中
等
学
校
の
課
程
の
第
三

を
行
う
中
等
学
校
の
課
程
の
第
三

学
年
を
修
了
し
、
又
は
卒
業
し
た

学
年
を
修
了
し
、
又
は
卒
業
し
た

者

者

四

師
範
学
校
予
科
の
第
二
学
年
を

四

師
範
学
校
予
科
の
第
二
学
年
を

修
了
し
た
者

修
了
し
た
者

五

元
師
範
学
校
本
科
第
一
部
の
第

五

元
師
範
学
校
本
科
第
一
部
の
第

二
学
年
を
修
了
し
た
者

二
学
年
を
修
了
し
た
者

六

旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅

六

旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅

令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
高

令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
高

等
学
校
尋
常
科
の
第
四
学
年
を
修

等
学
校
尋
常
科
の
第
四
学
年
を
修

了
し
た
者

了
し
た
者

七

省
令
第
六
十
三
号
第
二
条
及
び

七

省
令
第
六
十
三
号
第
二
条
及
び

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
項
の

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
項
の

一
か
ら
六
ま
で
に
規
定
す
る
者
と

一
か
ら
六
ま
で
に
規
定
す
る
者
と

同
一
の
取
扱
い
を
受
け
る
者

同
一
の
取
扱
い
を
受
け
る
者

八

旧
高
等
学
校
令
に
基
づ
く
旧
高

八

旧
高
等
学
校
令
に
基
づ
く
旧
高
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等
学
校
高
等
科
入
学
資
格
試
験
規

等
学
校
高
等
科
入
学
資
格
試
験
規

程
（
大
正
八
年
文
部
省
令
第
九

程
（
大
正
八
年
文
部
省
令
第
九

号
）
に
よ
る
高
等
学
校
高
等
科
入

号
）
に
よ
る
高
等
学
校
高
等
科
入

学
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者

学
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者

九

旧
高
等
学
校
令
に
基
づ
く
旧
高

九

旧
高
等
学
校
令
に
基
づ
く
旧
高

等
学
校
規
程
（
昭
和
十
八
年
文
部

等
学
校
規
程
（
昭
和
十
八
年
文
部

省
令
第
二
十
七
号
）
に
基
づ
き
、

省
令
第
二
十
七
号
）
に
基
づ
き
、

文
部
大
臣
に
お
い
て
高
等
学
校
高

文
部
大
臣
に
お
い
て
高
等
学
校
高

等
科
の
入
学
に
関
し
中
学
校
第
四

等
科
の
入
学
に
関
し
中
学
校
第
四

学
年
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上

学
年
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
者
と
指
定
し
た
者

の
学
力
が
あ
る
者
と
指
定
し
た
者

十

青
年
学
校
本
科
の
第
二
学
年
を

十

青
年
学
校
本
科
の
第
二
学
年
を

修
了
し
た
者

修
了
し
た
者

十
一

旧
青
年
学
校
令
施
行
規
則

十
一

旧
青
年
学
校
令
施
行
規
則

（
昭
和
十
四
年
文
部
省
令
第
二
十

（
昭
和
十
四
年
文
部
省
令
第
二
十

四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
号
の
規

四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
文
部
大
臣
の
指
定
し
た

定
に
よ
り
文
部
大
臣
の
指
定
し
た

課
程
を
修
了
し
た
者

課
程
を
修
了
し
た
者

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
選
択
す
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ず
れ
か
一
科
目
に
限
る
も
の
と
す
る
。

イ

世
界
史
Ａ
又
は
世
界
史
Ｂ

ロ

日
本
史
Ａ
、
日
本
史
Ｂ
、
地
理
Ａ
又
は
地
理
Ｂ

第
五
条

高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
に
よ
る
改

第
五
条

高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
に
よ
る
改

正
前
の
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
含

正
前
の
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
含

ろ
う

ろ
う

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験

科
目
に
相
当
す
る
科
目
を
修
得
し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
前
に
高
等
学
校

科
目
に
相
当
す
る
科
目
を
修
得
し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
前
に
高
等
学
校

に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し

に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し

て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い

て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ

て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。
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［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

世
界
史
、
世
界
史
Ａ
、
世
界
史
Ｂ
、
日
本
史
、
日
本
史
Ａ
又
は

歴
史

世
界
史
Ａ
（
平
成
六
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
し

世
界
史
Ａ

日
本
史
Ｂ

た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程

に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
教
育

課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

世
界
史
、
世
界
史
Ａ
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

世
界
史
Ｂ

世
界
史
Ｂ

日
本
史
Ａ

日
本
史
Ａ

日
本
史
又
は
日
本
史
Ｂ

日
本
史
Ｂ

人
文
地
理
、
地
理
Ａ
、
地
理
Ｂ
又
は
地
理

地
理

地
理
Ａ
（
平
成
六
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た

地
理
Ａ

生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

人
文
地
理
、
地
理
Ａ
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地

地
理
Ｂ

理
Ｂ
又
は
地
理

一
般
社
会
、
時
事
問
題
、
社
会
若
し
く
は
現
代
社
会
の
い
ず
れ

公
共

一
般
社
会
、
時
事
問
題
、
社
会
又
は
現
代
社
会

現
代
社
会

か
一
科
目
又
は
倫
理
・
社
会
若
し
く
は
倫
理
及
び
政
治
・
経
済

の
二
科
目

倫
理
・
社
会
又
は
倫
理

倫
理

政
治
・
経
済

政
治
・
経
済

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
同
上]

第
六
条

旧
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
に
よ
る
試
験
検
定
、
旧
実
業
学
校
卒
業
程

第
六
条

旧
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
に
よ
る
試
験
検
定
、
旧
実
業
学
校
卒
業
程
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度
検
定
規
程
に
よ
る
検
定
又
は
旧
高
等
試
験
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
大
臣

度
検
定
規
程
に
よ
る
検
定
又
は
旧
高
等
試
験
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
大
臣

が
中
学
校
卒
業
程
度
に
お
い
て
行
う
試
験
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
教

が
中
学
校
卒
業
程
度
に
お
い
て
行
う
試
験
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
教

科
及
び
科
目
又
は
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
（
こ
れ
ら
の
試
験
検
定
、
検

科
及
び
科
目
又
は
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
（
こ
れ
ら
の
試
験
検
定
、
検

定
又
は
試
験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ

定
又
は
試
験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

国
民
科
歴
史
又
は
歴
史

歴
史

国
民
科
歴
史
又
は
歴
史

日
本
史
Ｂ

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
七
条

旧
検
定
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得

第
七
条

旧
検
定
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得

た
者
（
当
該
旧
検
定
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ

た
者
（
当
該
旧
検
定
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に

り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す

る
。

る
。

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

世
界
史
、
世
界
史
Ａ
、
世
界
史
Ｂ
、
日
本
史
、
日
本
史
Ａ
又
は

歴
史

世
界
史
Ａ

世
界
史
Ａ

日
本
史
Ｂ

世
界
史
又
は
世
界
史
Ｂ

世
界
史
Ｂ

日
本
史
Ａ

日
本
史
Ａ

日
本
史
又
は
日
本
史
Ｂ

日
本
史
Ｂ

人
文
地
理
、
地
理
Ａ
、
地
理
Ｂ
又
は
地
理

地
理

地
理
Ａ
（
平
成
八
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
旧
検
定
に
係

地
理
Ａ

る
も
の
に
限
る
。
）

人
文
地
理
、
地
理
Ａ
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地

地
理
Ｂ

理
Ｂ
又
は
地
理
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一
般
社
会
、
時
事
問
題
、
社
会
若
し
く
は
現
代
社
会
の
い
ず
れ

公
共

一
般
社
会
、
時
事
問
題
、
社
会
又
は
現
代
社
会

現
代
社
会

か
一
科
目
又
は
倫
理
・
社
会
若
し
く
は
倫
理
及
び
政
治
・
経
済

の
二
科
目

倫
理
・
社
会
又
は
倫
理

倫
理

政
治
・
経
済

政
治
・
経
済

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

別
表
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
一
欄

第
二
欄

試
験
科
目
の
属

試
験
科
目

高
等
学
校
の
科

試
験
科
目
の
属

試
験
科
目

高
等
学
校
の
科

す
る
教
科

目

す
る
教
科

目

国
語

国
語

現
代
の
国
語
及

国
語

国
語

国
語
総
合

び
言
語
文
化

地
理
歴
史

地
理

地
理
総
合

地
理
歴
史

世
界
史
Ａ

こ
れ
ら
の
科
目
の
う
ち

世
界
史
Ａ

か
ら
受
験
者
の
選
択
す

世
界
史
Ｂ

る
一
科
目

世
界
史
Ｂ

日
本
史
Ａ

こ
れ
ら
の
科
目
の
う
ち

日
本
史
Ａ

か
ら
受
験
者
の
選
択
す

歴
史

歴
史
総
合

日
本
史
Ｂ

る
一
科
目

日
本
史
Ｂ

地
理
Ａ

地
理
Ａ

地
理
Ｂ

地
理
Ｂ

公
民

公
共

公
共

公
民

現
代
社
会

現
代
社
会
一
科
目
又
は

現
代
社
会

倫
理
及
び
政
治
・
経
済
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倫
理

の
二
科
目

倫
理

政
治
・
経
済

政
治
・
経
済

数
学

数
学

数
学
Ⅰ

数
学

数
学

数
学
Ⅰ
又
は
工

業
数
理
基
礎

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

外
国
語

英
語

英
語
コ
ミ
ュ
ニ

外
国
語

英
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ

シ
ョ
ン
英
語
Ｉ

又
は
学
校
設
定

又
は
学
校
設
定

科
目
と
し
て
設

科
目
と
し
て
設

け
ら
れ
た
英
語

け
ら
れ
た
英
語

以
外
の
外
国
語

以
外
の
外
国
語

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
三
項
、
附
則
第
一
条
第
二
項
及

び
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以

後
に
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
附
則
第
四
条
及
び
附
則
第

六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第

九
十
一
条
の
規
定
（
同
令
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
履
修
し
た
者
に
適
用
す
る
。

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
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る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

[

略]

第
二
条

[

同
上]

一

数
学
及
び
理
科

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
（
中
等
教
育

一

数
学
及
び
理
科

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た

学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
九

じ
。
）
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教

令
第
十
一
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
（
同
令
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三

育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
教

十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者

に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り

履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目

を
修
得
し
た
者

二

[

略]

二

[

同
上]

第
三
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
以
下

第
三
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学

校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
（
学
校
教
育
法
等
の
一
部

校
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
中
欄
に
掲
げ
る
科

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

目
を
修
得
し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

前
の
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
含

ま
で
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規

ろ
う

む
。
）
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い

定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
生
徒

て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
得

に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
高

係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出

等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除

入
学
し
た
生
徒
で
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教

す
る
。

育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
教
育

課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上
欄

中
欄

下
欄

上
欄

中
欄

下
欄



- 13 -

[

略]
[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

同
上]

理
科
総
合

理
科
基
礎
、
理
科
総
合
Ａ
又
は
理
科
総
合
Ｂ

科
学
と
人

理
科
総
合

総
合
理
科
、
理
科
基
礎
、
理
科
総
合
Ａ
又
は
理
科
総

科
学
と
人

間
生
活

合
Ｂ

間
生
活

[

略]
[

略]
[

略]
[

同
上]

[

同
上]

[

同
上]

第
四
条

旧
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
に
お
い

第
四
条

旧
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
に
お
い

て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
得

て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
得

し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
高

し
た
者
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
高

等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）

等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）

に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目

に
対
し
て
は
、
そ
の
願
い
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科

に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上
欄

中
欄

下
欄

上
欄

中
欄

下
欄

国
語

国
語
表
現
Ⅰ

国
語

国
語

国
語
表
現

国
語

英
語

オ
ー
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ
又
は
英
語
Ⅰ

英
語

英
語

オ
ー
ラ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ

英
語

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第

一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
（
学
校
教
育

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
第

一
条
に
規
定
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
含
む
。
）
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

ろ
う

じ
。
）
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
得
し
た
者

（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行

規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教

育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、

そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上
欄

中
欄

下
欄

国
語

国
語
総
合

国
語

世
界
史
Ａ
、
世
界
史
Ｂ
、
日
本
史
Ａ
又
は
日
本

世
界
史
Ａ
、
世
界
史
Ｂ
、
日
本
史
Ａ
又
は
日
本

歴
史
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史
Ｂ

史
Ｂ

地
理
Ａ
又
は
地
理
Ｂ

地
理
Ａ
又
は
地
理
Ｂ

地
理

現
代
社
会
一
科
目
又
は
倫
理
及
び
政
治
・
経
済

現
代
社
会
一
科
目
又
は
倫
理
及
び
政
治
・
経
済

公
共

の
二
科
目

の
二
科
目

数
学

工
業
数
理
基
礎

数
学

第
四
条

旧
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
に
お
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験

科
目
に
相
当
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
得
し
た
者
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒

で
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

係
る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。
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上
欄

中
欄

下
欄

英
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ｉ

英
語

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
既
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を
受
け
て
旧
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試

験
科
目
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上
欄

下
欄

国
語

国
語

世
界
史
Ａ
、
世
界
史
Ｂ
、
日
本
史
Ａ
又
は
日
本
史
Ｂ

歴
史

地
理
Ａ
又
は
地
理
Ｂ

地
理
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現
代
社
会
一
科
目
又
は
倫
理
及
び
政
治
・
経
済
の
二
科
目

公
共

英
語

英
語

第
六
条

旧
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
高
等
学
校
に
お
い
て
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
規
則
別
表
第
一
欄
に
定
め
る
試
験
科
目
に
相
当
す
る
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修

得
し
た
者
（
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
九
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
入
学
し
た
生
徒
で
同
日
前
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係

る
教
育
課
程
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
出
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

上
欄

中
欄

下
欄

国
語

現
代
の
国
語
及
び
言
語
文
化

国
語

地
理

地
理
総
合

地
理
Ａ
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歴
史

歴
史
総
合

世
界
史
Ａ

公
共

公
共

現
代
社
会

英
語

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｉ

英
語


